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今週のキーワード 

アメリカの起業家、ブライアン・ロバートソンが2007年に提唱。従来の階層型・中央

集権型であるヒエラルキーがまったく存在しないフラットな組織管理手法。意思決定

機能を組織全体に分散させて、自律的・自走的な組織にするのが目的。 
ホラクラシー  

経営  

 

2018年度税制改正法案が成立 
個人所得課税の見直し等が中心 

 

2018年度税制改正法案である所得税法等一部改

正法案と地方税法等一部改正法案は３月28日の参

院本会議で可決・成立した。施行は４月１日。出国

する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた

国際観光旅客税法案は参院で審議中。2018年度税制

改正では、働き方の多様化等を踏まえ、個人所得課

税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生

に向け、賃上げ・生産向上のための税制上の措置を

講じ、さらに、事業承継税制の拡充等を行う。 

個人所得課税は、給与所得控除・公的年金等控除

から基礎控除へ振り替える。特定の収入にのみ適用

される給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10

万円引き下げる一方、どのような所得にも適用され

る基礎控除を同額引き上げる。65万円が適用される

青色申告特別控除も10万円引き下げ55万円になる

が、電子申告等を行っている場合は現行の控除額が

維持される。これらの改正は2020年分以後の所得税

から適用される。 

法人課税は、所得拡大促進税制を改組し、「継続

雇用者給与等支給額が対前年度３％以上増加」及び

「国内設備投資額が減価償却費の総額の90％以上」

の要件を満たす場合等に、給与等支給増加額につい

て税額控除する。情報連携投資等の促進に係る税制

を創設する。一方で、租税特別措置の適用要件を見

直し、賃金引上げや設備投資について一定の要件を

満たさない大企業については、研究開発税制その他

の一定の税額控除の適用を停止する。 

Yahoo! JAPANの人気広告枠は意外と低価格？！ 
価格戦略から見えるマス・マーケティングの現在 

 

約700億の月間ページビュー数を誇る人気ポー

タルサイト、Yahoo! Japan。トップページを開く

とすぐ目に入る位置の広告枠は「ブランドパネ

ル」と呼ばれているが、実は10万円から出稿でき

ることをご存じだろうか。 

これにはカラクリがあって、「全国版」の場合

は1週間1,250万円からとイメージどおりの価格

なのだが、このほかに地方限定のプランがあり、

表示する市区郡を指定することで、100分の1以下

の価格で同じ広告枠を利用できるのだ。 

位置情報活用の進歩で緻密なターゲティング

広告が可能になったとも捉えられるが、裏を返せ

ばマス・マーケティングの限界を示しているとも

いえる。なぜなら、1週間で1,000万円の収入が見

込める広告枠の価格を下げる理由がないからだ。

Yahoo! Japanほど強い影響力を持つポータルサイ

トまでも広告を集めるために価格を下げざるを

得ない今の状況が示す意味は重い。 

広告といえば、従来は認知度の向上が主な目的

だった。だが、現在はいかにコンバージョン率（成

果に結びついた割合）を上げるかが問われてい

る。データ分析が容易なデジタルマーケティング

の台頭もあり、効率的なマーケティングを重視す

る傾向が強い。もちろん、テレビCMのようにマ

ス・マーケティングが威力ある広告手法であるこ

とに変わりはないが、第一の選択肢ではなくなっ

てきていることは確かではないだろうか。 

経 営 マーケティング 

発 展 を 目 指 す 企 業 家 の た め の 経 営 指 南 役 
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